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 毎年６月１日から７月10日までとされている労働保険の年度更新（保険料の納付及び申告書の提出）

期間が、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、８月 31 日までに延長されています。 

 また、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により保険料の納付を 1 年間猶予（納

付猶予の特例）することができます。 

 

 詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。 

 

 

【問合せ】■東京労働局 労働保険徴収部 

 〈申告書関係〉 適用課 ☎03-3512-1628 

 （納付の猶予〉 徴収課 ☎03-3512-1627 

■年度更新コールセンター ☎0120-560-710 

■池袋労働基準監督署 労災課 ☎03-3971-1259 
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〈東京都産業労働局〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象の国の助成金】 

 ● 「雇用調整助成金」の特例措置（新型コロナウイルス感染症関係） 

 ● 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」 

 

 

 

 ● 対  象：新型コロナウイルス感染症に係る従業員の休業等に関する国の助成金の申請を検討し 

        ている都内中小企業等の経営者・人事労務担当者 

 ● 受 講 料：無料 

 ● 受講定員：各回 40 名（ライブセミナー） 

 ● 開催日時：月に２回ライブ配信でのセミナーを開催し、次回ライブ配信までは同じ内容の動画を 

        オンデマンド配信します。 

 ● 配信方法：決まった時間にライブ配信されるセミナーを視聴するライブセミナー方式と、録画さ 

        れた映像を都合に合わせて視聴するオンデマンド方式の２種類があります。 

 

 

 ● 令和 2 年 6 月 30 日（火）から令和 3 年 1 月 29 日（金）まで 

 ● 「TOKYO はたらくネット」にアクセスのうえ、申込みフォームからお申込みください。 

   URL： https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/support-seminar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● オンラインセミナーを受講された方は、助成金申請にあたっての疑問点等について、Web 会議 

   システムを利用して、社会保険労務士に相談することができます。（１社１回（30 分まで） 

新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援セミナー 

 オンラインセミナー 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を理由とする従業員の休業等にあた

り、国の助成金を利用しようとする都

内の中小企業等を対象に、申請手続き

等についてのオンラインセミナーを、

また、オンラインセミナー受講者を対

象にオンライン相談会を実施します。 

 

 実施期間・申込方法 

 オンラインセミナーから相談会までの流れ 

オンラインセミナー 

の申込み 

オンラインセミナー 

の受講 
オンライン相談会の実施 

※１社１回（30 分 無料） 

 オンライン相談会 
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〈東京都産業労働局〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助言内容】 

 ● 「雇用調整助成金」の特例措置（新型コロナウイルス感染症関係）に関する相談・助言 

   （申請手続き及びそれに伴う制度整備等） 

 ● 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」に関する相談・助言 

   （申請手続き及びそれに伴う制度整備等） 

 ● 派 遣 料：無料 

 ● 派遣回数：派遣を決定してから令和３年３月 31 日（水）までの期間で最大５回 

        ※１回あたりの派遣時間は原則 2 時間以内 

 ● 申請期間：令和２年４月１日（水）から令和３年１月 29 日（金）まで 

        ※期間中であっても予定件数に達した際には受付を終了します。 

 

 

 ● 東京都労働相談情報センター 事業普及課 企業支援担当 

   千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター9 階 ☎ 03（5211）2248 

  詳しくは、「TOKYO はたらくネット」のホームページをご覧ください。 

   URL： https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/senmonka-haken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業（専門家派遣） 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を理由として、国の「雇用調整助成

金」の特例措置や「新型コロナウイル

ス感染症による小学校休業等対応助成

金」を活用しようとする中小企業等に

対し、無料で専門家を派遣し助言等を

行います。 

 

 応募先・問い合わせ

先 

TOKYO 新型コロナウイルス感染症対策 専門家派遣 

■ テレワーク等 業務改善訪問相談   

〈公益財団法人板橋区産業振興公社 ☎03-3579-2175〉 

 「テレワークを導入したいが･･･」「どのようなツールが必

要？」など、業務改善にお悩みの事業所を ICT（情報通信技術）

に詳しい専門家が無料サポートします。 

 年度内 3 回まで。 

詳細は板橋区産業振興公社 HP をご覧ください。 
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                      詳細は同封のパンフレットをご覧ください。 

 

                      ● いたばし産業見本市 

                        実行委員会事務局  ☎ 03-3579-2191 

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

お申し込みは特設ホームページから 

出展料の２／３を助成（産連会員特典） 

新型コロナウイルスの感染状況によっては、イベン

ト内容を大幅に変更・中止する場合があります。 

 一般社団法人東京工業団体連合会の協力により、

いたばし産業見本市の出展料（小間料金）の２／３

を板橋産業連合会が補助します。 

    ～補助金利用でお得に出展！～ 

お問合せ お問合せ 
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〈（公財）東京都中小企業振興公社〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 対  象：令和２年４月１日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で２年以 

        上事業を継続している中小企業者等 

 ● 対象業種：すべての業種 

 ● 対象事業：新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策関連商品の製造等に必要な機械設備の 

        購入経費 

        【主な事業例】マスク、アルコール消毒液、防護服等の生産に必要な機械設備の購入 

 ● 助 成 率：４／５以内 助成限度額：１億円（助成下限額：100 万円） 

 ● 対象経費：最新機械設備の購入経費 

        ※１基 100 万円（税抜）以上の機械装置 

        ※契約日が令和２年４月１日以降であれば申請可能です。 

 ● 申請期間：申請日ごとに毎月交付が決定されます。最終の申請受付は令和３年２月１０日（水） 

        ただし、予算がなくなり次第終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 東京都中小企業振興公社 企画管理部 

   設備支援課  ☎ 03-3251-7884 

  千代田区神田佐久間 1-9 

  東京都産業労働局秋葉原庁舎階 

 

 詳細は東京都中小企業振興公社ホームページを

ご覧ください。 

 

URL： 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei

/jigyo/coronasetsubi.htmll 

 感染症関連商品の製造のための助成金を募集 

【新型コロナウイルス感染症緊急対策

設備投資支援事業】 

 

 感染症対策関連商品の製造に必要と

なる最新機械設備を新たに購入するた

めの経費の一部を助成します。 

検索 

 問合せ 

東京都 コロナ 設備投資 

    〈池袋労働基準協会・新宿労働基準協会〉 

 人事・労務担当者を対象とした雇用保険・健

康保険・厚生年金保険に係る基礎講座です。 

 最近の法改正を踏まえ、各種手続きが適正に

行えるように、担当者の疑問を解消します。 

● 日 時 10 月 28 日（水） 

      午前 10 時から 16 時 30 分 

● 会 場 東京都左官工業協同組合会議室 

      新宿区揚場町1-21（JR飯田橋駅） 

● 受講料 協会員 5,500 円 

      会員外 6,600 円 

● 問合せ 

 同協会 ☎03-3988-6344 

 募集案内・申込用紙等はコチラ 

実務基礎講座「雇用保険・社会保険」 
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職 場 の「熱中症」を 防 ご う 

                   「直射日光等により高温・多湿になる屋外作業場などでは、 

                    熱中症を予防するため以下の対策に努めてください。」 
作
業
環
境
管
理 

・日よけや通風をよくするための設備を設置し、作業中適宜散水する 

・水分や塩分を補給するためのものや身体を適度に冷やすことができる氷や保冷剤、冷たいおし 

 ぼりなどを備付け、摂取、使用状況を確認する 

・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所または日陰などの涼しい休憩場所を設ける 等 

作
業
管
理 

・作業休止時間や休憩時間を確保し、高温多湿作業場所の連続作業時間を短縮する 

・計画的に熱への順化期間を設ける 

・作業服は透湿性と通気性のよいもの、帽子は通気性のよいものを着用する 

健
康
管
理 

・健康診断結果などにより労働者の健康状況をあらかじめ把握しておく。また、熱中症の発症に 

 影響を与えるおそれのある糖尿病、高血圧、心疾患、腎不全等に注意する 

・労働者の健康状況等の確認を行う為、作業前に体調確認を行うとともに作業中は巡視を頻繁に 

 行う   ・朝食摂取、前日の飲酒量の確認を行う 

労
働
衛

生
教
育 

労働者が高温多湿場所で作業する場合、作業管理者と労働者に対してあらかじめ、①熱中症の症状 ②熱

中症の予防方法 ③緊急時の処置 ④熱中症の事例についての労働衛生教育を行う 

救
急
措
置 

少しでも異常が見られたら次の応急処置を行うとともに、呼びかけに対する返事がおかしい等意識障害が

ある、自力で水分を摂取できない、症状が回復しない、その他必要と認める場合には直ちに医療機関へ搬

送してください。 

◆熱い現場から涼しい日陰、または冷房が効いている部屋などに移す ◆水分と塩分を取らせる。 ◆衣

類をゆるめて（場合によっては脱がせて）、体から熱への放散を助ける。◆うちわ、扇風機の風に当て、氷

のう等で首、脇の下、足の付け根を冷やす。 

 
 

 

 

 

 

 ● 今後の事業予定は決まり次第、産連ニュース、産連ホームページでお知らせします。 

 

開催日 行  事 
 

８月 27 日 理事会 産連３階会議室 

９月 ３日 定期特殊健康診断 産連３階会議室 

 
 

 ◇日 時  令和２年９月３日 

 ◇場 所  板橋産連会館３階会議室 

 ◇締 切  ８月７日（金） 

 ※締切後でも申込みを受付けておりますが、 
  事前にお渡しする個人票の発送が間に合わ 
  ない場合がございます。 
 

      

 新型コロナ感染症対策として、消毒、検温、入場する人数の制限等を実施する予定です。 

 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますがご協力くださいます様お願い申し上げます。 

 

※ 申込等詳細はホームページをご確認ください。 

《板橋産連ニュースは、板橋区中小企業活性化事業補助金を活用して発行しています。》 

今後の主な予定 

新型コロナ感染症について 

令和２年度 第１回定期・特殊健康診断 申込受付中 

熱中症を防ぐには 

厚生労働省  

・職場の熱中症を防ごう！ 

 

・「新しい生活様式」における 

 熱中症予防行動のポイント 


